
 

   千代田町長等、職員及び議員のハラスメントの防止に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、ハラスメントが個人の尊厳を傷つける行為であり、かつ、断じて許

されない人権侵害であるとの認識のもと、町の職場におけるハラスメントの防止のため

の措置、その被害者への配慮並びにハラスメントに起因する問題に適切な対応を行うこ

とにより、職員等が身分、職位及び職責にかかわらず、互いに信頼し、人権を尊重する

ことで、それぞれの能力を発揮することができる良好な職場環境を確立することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 町長等 町長、副町長及び教育長をいう。 

 (2) 職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定する一般職

及び同法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員をいう。 

 (3) 議員 町議会議員をいう。 

 (4) 管理監督者 職員で地方公務員法第２８条の２に規定する管理監督職を占める者

をいう。 

 (5) 職場 町長等、職員及び議員（以下「職員等」という。）がその職務を遂行する場

所に加え、業務に関連する会合、行事、懇親会、出張先その他業務との関連性が認め

られる場所のことをいう。 

 (6) ハラスメント 次のアからオまでに掲げる区分に応じて当該アからオまで定める

ものをいう。 

ア セクシュアル・ハラスメント 異性・同性を問わず、他の者を不快にさせる性的な

言動等により職場環境を害する行為のこと。 

イ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産又は育児若しくは介

護に関する制度又は措置の利用についての言動を理由に、その者が勤務条件につき

不利益を受け、又は精神的・身体的な苦痛を受けること。 

ウ パワー・ハラスメント 職務上の地位、知識、経験、人間関係等の優越的な立場を

背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、その者が精神的・身体

的な苦痛を受け、又はその者の職場環境が害されるもののこと。 

エ ソーシャルメディア・ハラスメント ＳＮＳ、インターネット等の投稿や書き込み

により、思想の自由、表現の自由等に配慮してもなお、その者に対して精神的な苦痛

を与え、その者の人格又は尊厳を害し、又はその者の職務及び職場環境が害されるも

ののこと。 



 

オ その他のハラスメント アからエまでに掲げるもののほか、職場又は政治活動に

おける誹謗中傷、事実に反する風説の流布その他の嫌がらせとなる言動によって、社

会通念上許容される限度を超えて、それを受けた者の尊厳が傷つけられ、不利益若し

くは脅威を受け、又はその者の職場環境が害されるもののこと。 

（ハラスメントの禁止） 

第３条 職員等は、ハラスメントが個人の尊厳を傷つける人権侵害であることを理解し、

他の職員等にハラスメントを行ってはならない。 

２ 前項の規定は、職員等と、指定管理、業務委託その他の町との関係により事業等に従

事する者（以下「業務等従事者」という。）との関係においても同様とする。 

３ 職員等は、ハラスメントに関する適切な認識を共有し、他者の言動の意図を悪意的に

解釈することにより、当事者間の信頼関係及び職場環境を損なうことがないよう努めな

ければならない。 

（町長等の責務） 

第４条 町長等は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び職場

環境を害することを自覚するとともに、職員等の人権を尊重し、ハラスメントの防止に

努めなければならない。 

２ 町長等は、ハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解

明にあたるとともに、説明責任を果たさなければならない。 

３ 町長等は、職員等がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、職員等に

対しハラスメントの防止に関する周知啓発を行い、ハラスメントに対応する相談、調査、

審議等に関する体制を整備するとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、

迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。 

（職員の責務） 

第５条 職員は、職務遂行上の対等なパートナーとして、他の職員の人格を尊重しなけれ

ばならない。 

２ 職員は、職場におけるハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因す

る問題が生じた場合においては、管理監督者の指示により必要な措置を迅速かつ適切に

講じるとともに、ハラスメントに係る調査等に協力しなければならない。 

３ 職員は、良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び被害者への配慮に

努めなければならない。 

（管理監督者の責務） 

第６条 管理監督者は、職員の育成及び能力開発がその責務であることに留意し、ハラス

メントの防止に努めなければならない。 

２ 管理監督者は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に必要な

措置を講じなければならない。 



 

３ 管理監督者は、ハラスメントに関する相談、調査への協力その他のハラスメントに対

する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないように

配慮しなければならない。 

（議長の責務） 

第７条 町議会の議長（以下「議長」という。）は、議員がその能力を十分に発揮して活動

できる環境を確保するため、議員に対するハラスメントの防止に努めるとともに、ハラ

スメントに起因して、議員が活動できる環境が害され、又は議員に不利益が生じた場合

は、当該議員に配慮しつつ、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。 

（議員の責務） 

第８条 議員は、町民の代表者として町政に携わることについて、その権能及び責務を自

覚し、常に高い倫理観を持ってハラスメントの防止に努めなければならない。 

２ 議員は、自身がハラスメントを行ったと疑われたときは、自ら誠実な態度をもってそ

の対応に当たり、及び説明責任を果たさなければならない。 

３ 議員は、ハラスメントに当たると疑われる言動を目撃したときは、当該言動を行って

いる者に対し、これを厳に慎むべき旨を指摘し、解決するよう努めなければならない。 

（申出等の手続） 

第９条 職場においてハラスメントを受け、又は確認し、若しくは把握した者（業務等従

事者を含む。）は、町長（議員にあっては議長）に対し、当該ハラスメントの事案を書面、

口頭その他の手段により申し出ることができる。ただし、地方公務員法第８条第２項第

１号の要求又は同項第３号の苦情によるべきものは、これを除く。 

２ 職員等は、前項の規定による申出（以下「申出」という。）の権利を濫用してはならな

い。 

３ 申出は、総務課においてこれを取り扱う。ただし、議員によるものは、議会事務局に

おいてこれを取り扱う。 

（事実関係の調査等） 

第１０条 町長又は議長は、申出があった場合は、当事者、関係者等への聴き取りその他

の事実関係の調査を行い、これに適正に対処しなければならない。この場合において、

町長又は議長は、必要があると認めるときは、当該調査を行うため、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する附属機関その他の機関を設置す

ることができる。 

２ 前項の場合において、申出に係る調査の当事者が議員であるときは、町長はあらかじ

め当該議員に対して調査を行う旨を議長に報告し、及び当該議員は調査に協力しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の場合において、申出に係る調査の当事者が次の各号に掲げる者であるときは、

それぞれ当該各号に定める者（以下「代理者」という。）がその職務を代理する。 



 

 (1) 町長 副町長 

 (2) 町長及び副町長 総務課長 

 (3) 議長 副議長 

 (4) 議長及び副議長 議長及び副議長を除く年長の議員 

４ 町長は、地方公務員法第５８条の２第３項及び千代田町人事行政の運営等の状況の公

表に関する条例（平成１７年千代田町条例第５号）第６条の規定による公表と併せて、

当該公表の内容となる年度にあった申出についてその件数を公表するものとする。 

（プライバシーの保護等及び秘密の保持） 

第１１条 職員等は、ハラスメントの当事者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮

するとともに、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も、同様とする。 

（不利益取扱いの禁止） 

第１２条 職員等は、他の職員等及び業務等従事者がハラスメントに関する相談等を行い、

又は行おうとしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 

（対応措置） 

第１３条 町長及び議長は、ハラスメントの事実が確認された場合は、次の各号に掲げる

当該ハラスメントの当事者（行為者である場合に限る。以下この条において同じ。）の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を行うことができる。 

 (1) 町長等・議員 氏名及び行為の概要等の公表 

 (2) 職員 地方公務員法第２９条の規定による懲戒処分等 

２ 前項の規定は、当事者が第１０条第３項各号に掲げる者に該当する場合について準用

する。この場合において、前項中「町長及び議長」とあるのは、「代理者」と読み替える

ものとする。 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別

に定める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


